2026年　民間主要産別等統一要求方針
	労働組合名
	航空連大阪地連



１．統一要求方針
	賃上げ要求方針
	職場環境改善の取り組み（働き方改革等）

	月　例　賃　金　等
	・生活の改善・向上を図るため、大幅な賃金の引き上げ（ベースアップ）を課題として取り組む。
・成果主義賃金制度を改め、公平・明朗な人事賃金制度をめざす。
・賃金・諸手当の改善をめざす。
・均等待遇の原則を踏まえ非正規社員の賃金、諸手当等の格差是正・解消をめざす。
	１．勤務など諸労働条件の改善 
(1) 労働時間の短縮とともに、労基法改定を悪用した36協定の改悪を許さず、実労働時間を短縮し、ゆとりある生活時間を確保する。
(2) シフト勤務者の勤務改善、休日増、勤務インターバルの確保、勤務変更のルールの確立、連続夜勤の廃止、深夜勤務のワークロード軽減をめざす。
(3) 勤務改悪に反対するとともに、編成数や乗務時間制限の改善、十分な休養日・休養時間の確保など、乗務パターンの改善を図るとともに、勤務変更ルールの確立等をめざす。
(4) すべての職場において、勤務改善につながる経験ある人材の採用を含めた人員増をめざす。離職を止められるように、労働条件の改善を実現させる。また、安全運航の中核を担う人材育成・確保をめざす。
(5) 出向先の労働条件の改善や出向条件の整備を図り、実体的勤務の改善を図る。

２．労働者・労働組合の権利を守る闘い 
(1) パワハラ・セクハラ・マタハラ等、ハラスメントの撲滅をめざし、人権を守り尊重される職場の確立をめざす。 
(2) 休憩時間の確実な取得、年次有給休暇取得難の解消と完全取得など、稼働強化の中で脅かされている労働者の権利を守り過労死を出さない取り組みを進める。 
(3) 本人の意向を無視した転勤や出向等に反対し、働く者の権利を守る。 
(4) 育児・介護に伴う不利益扱いや雇止めなどを許さない取り組みを進める。 
(5) 高齢者雇用安定法に基づき、60歳以降も安心して働ける職場環境の抜本的改善をめざす。 
(6) 産前地上勤務をはじめ、女性が安心して働ける職場環境の改善に努める。 
(7) ジェンダー平等について、男女差別を解消し、誰もが生きやすい社会にする為にも、雇用機会や賃金の不平等、暴力・虐待による被害、教育格差、LGBTなど社会的な立場における平等を求める。 

３．安全運航と公共性を守る闘い 
(1) 事故・重大インシデントなどの予防に資する安全管理制度（SMS）が運用されるよう、労働組合の立場から取り組みを進める。また、運航乗務員・客室乗務員にも導入された疲労リスク管理（FRM）が安全の向上につながるように取り組む。 
(2) 安全と労働者の健康を害する政府が進めている安全規制（乗員や整備士のライセンスの見直し、乗務時間制限の緩和など）の緩和に反対する。 
(3) パイロットや整備士等、航空安全を支える技術者の確実な養成に向け、運航会社や政府等の役割分担を明確にし、計画的な要員養成の実施を求める。 
(4) 国民の足を守る立場から、地域・離島航空をはじめとした不採算路線の維持拡充方策や運航会社の経営問題等に取り組む。 
(5) 公租公課の見直しや、空港運営の民間委託問題、規制緩和、感染対策等、航空労働者の政策を示し行政に対し働きかけを行う。 


	一　時　金　関　連
	春闘交渉時
	
	

	
	季別交渉時
	

	



２．要求・回答・統一行動等
	交渉時期
	要求日
	回答日（統一交渉日程含む）
	統一行動等

	春闘時
	―
	回答指定日　3月 2日（内航）、3月31日（外航）
山　　　場　3月19日
	春闘学習会「世界の時短の流れや労働組合の運動について」 2月7日 


	夏季
	―
	―
	―

	年末
	―
	―
	―


※本表は、大阪府が設定した項目に基づき、作成したものです。従って、各産別等要求方針の全てを記載しているものではありません。また、文言等は主旨の変わらない範囲で編集しています。
※季別（夏季・年末）交渉時の統一要求方針及び要求・回答・統一行動等は、一時金関連のみ記載しています。
